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【 請 求 項 １ 】
　 所 定 の 払 出 し 指 示 に 基 づ い て 遊 技 に 用 い る 遊 技 用 媒 体 を 払 い 出 す 遊 技 機 用 の 払 出 し 装 置
で あ っ て 、
　 前 記 遊 技 用 媒 体 を 払 出 す た め の 払 出 し 機 構 を 回 転 駆 動 に よ り 駆 動 す る 駆 動 手 段 と 、
　 該 駆 動 手 段 の 回 転 を 検 出 す る 回 転 検 出 手 段 と 、
　 該 検 出 さ れ た 回 転 に 基 づ い て 該 駆 動 手 段 の 異 常 を 検 出 す る 異 常 検 出 手 段 と 、
　 を 備 え る 遊 技 機 用 の 払 出 し 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】

【 請 求 項 ３ 】

【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

【 請 求 項 ６ 】

　 前 記 回 転 検 出 手 段 は 、 前 記 駆 動 手 段 の 回 転 軸 の 少 な く と も 一 部 が 所 定 位 置 と な る の を 検
出 す る 位 置 検 出 手 段 を 備 え 、 該 検 出 さ れ た 所 定 位 置 に 基 づ い て 回 転 を 検 出 す る 手 段 で あ る
請 求 項 １ 記 載 の 遊 技 機 用 の 払 出 し 装 置 。

　 請 求 項 １ ま た は ２ 記 載 の 遊 技 機 用 の 払 出 し 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 回 転 検 出 手 段 は 、 前 記 駆 動 手 段 の 回 転 数 を 検 出 す る 手 段 で あ り 、
　 前 記 異 常 検 出 手 段 は 、 該 検 出 さ れ た 回 転 数 に 基 づ い て 該 駆 動 手 段 の 異 常 を 検 出 す る 手 段
で あ る
　 遊 技 機 用 の 払 出 し 装 置 。

　 前 記 異 常 検 出 手 段 に よ り 異 常 が 検 出 さ れ た と き 、 該 異 常 を 出 力 す る 異 常 出 力 手 段 を 備 え
る 請 求 項 １ な い し ３ い ず れ か 記 載 の 遊 技 用 の 払 出 し 装 置 。

　 前 記 異 常 検 出 手 段 に よ り 異 常 が 検 出 さ れ た と き 、 前 記 駆 動 手 段 を 停 止 す る 駆 動 停 止 制 御
手 段 を 備 え る 請 求 項 １ な い し ４ い ず れ か 記 載 の 遊 技 機 用 の 払 出 し 装 置 。

　 請 求 項 １ な い し ５ い ず れ か 記 載 の 遊 技 機 用 の 払 出 し 装 置 を 備 え る 遊 技 機 。
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